
警報発表等非常時における臨時閉所について 

 

 

福井学習センターでは，次のいずれかの場合，直ちに臨時閉所します。 

但し，単位認定試験等の試験日，面接授業開講日，及び当学習センターにおいて行

事が実施される日は，別途周知します。 

 

１．福井市に気象等の特別警報または警報（波浪・高潮を除く。）（以下「警報等」

という。）が発表され，公共交通機関に重大な影響がおよぶ場合 

２．地震及び停電等不測の事態が発生し，当学習センターの業務を正常に行えない

場合 

 

 

警報等解除に伴う開所の取扱いは次のとおりです。 

 

◎ 午前７時までに警報等が解除された場合は，通常開所時刻から開所します。 

◎ 午前 11 時までに警報等が解除された場合は，午後１時から開所します。 

◎ 午前 11 時までに警報等が解除されない場合は，終日閉所します。 

 

 

臨時閉所等の措置を行う際は，当学習センターＨＰにより案内しますので，ご確認 

ください。 

 

 

気象情報と公共交通機関の運行情報に注意してください。 

 


